


4.建築設備等の知識に関する普及・啓発及び情報の提供

(1)県民に対する普及啓発事業一環として、協会誌「建築設備」設計と監理を発行し広く県民に情報を提供する。

　発行部数1,000部とし、県民、協力会員、全国協会員等へ配布。

(2)広報活動としてホームページを充実させ、一般県民等に情報の提供を行う。

5.設備設計に関する人材の育成

(1).建築設備設計に関し、人材育成のため公的機関へ協会から講師を派遣する。

(2)建築設備士の受験準備講習会の実施

6.前各号に掲げるものの他、目的を達成する為に必要な事業

(1)行政官庁か夏の公文書に開する指導業務及び法改正等を各会員へ通知する。

(2)社会福祉事業に対し積極的に協力推進する。

(3)公的機関へ委員を派遣する。

　（財）電気技術者試験センター

　（財）電気技術講習センター

　「電気工事技術委員会」

　（財）沖縄電気保安協会

　（社）日本設備設計事務所協会
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